
      池田市老人クラブ活動等社会活動促進事業運営並びに 

       補助金交付要綱 

 

  （目的） 

第１条  この事業は、老人クラブ（以下「クラブ」という。）及び市友愛クラブ

連合会（以下「友愛連」という。）に対し、助成を行うことにより、老人の知

識及び経験を生かし、生きがいと健康づくりのための多様な社会活動が行わ

れ、老後の生活を豊かなものにするとともに明るい長寿社会づくりに資する

ことを目的とする。 

  （助成事業の区分・対象） 

第２条  助成事業の区分及び対象は次のとおりとする。 

  (1)  老人クラブ助成事業 
      老人クラブ助成事業は、別紙１「池田市老人クラブ運営要領」に沿って活

動を行うクラブに対する助成事業とする。 
  (2)  市友愛クラブ連合会活動促進事業 
      市友愛クラブ連合会活動促進事業は、別紙２「池田市友愛クラブ連合会運

営要領」に沿って活動を行う友愛連に対する助成事業とする。 
  （補助金の対象経費） 

第３条  池田市老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金（以下「補助金」とい

う。）の交付の対象となる経費は、クラブ及び友愛連が行う事業に要する費用

のうち、別表に定める対象経費とする。 

  （補助金額） 

第４条  補助金の額は、予算の範囲内で交付する。 

２  補助金の額は、別表に定める基準額と前条に定める対象経費の実支出額と

比較して低い方の額とする。 

  （補助金の交付の申請） 

第５条  補助金の交付を受けようとするクラブ及び友愛連は、市長が別に定め

る期日までに、池田市老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金交付申請書

（様式第１号。以下「交付申請書」という。）に、次に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 
(1) 代表者届（様式第２号） 
(2) 年間活動計画書（様式第３号） 
(3) 収支予算書（クラブにあっては様式第４号、友愛連にあっては様式第５

号） 
(4) 会員名簿のほか、市長が必要と認める書類 

  （補助金の交付決定等） 



第６条  市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補

助金の交付を決定したときは、池田市老人クラブ活動等社会活動促進事業補

助金交付決定通知書（様式第６号）により、補助金の不交付を決定したときは

池田市老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金不交付決定通知書（様式第

７号）により、クラブ及び友愛連に通知するものとする。 

２  前項の規定による補助金の交付決定の通知を受けたクラブ及び友愛連が、

補助事業の内容を変更する場合又は補助事業の遂行が困難となった場合にお

いては、速やかに市長に報告し、その指示を受けるものとする。 

 （補助金の概算払） 

第７条 市長は、交付申請書及び第５条各号に規定する書類の内容に鑑み、補

助金を概算払で交付することが補助金の交付の目的を達成するために、特に

必要であると認めるときは、概算払により交付することができる。 

２ 前項の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、池田市老人

クラブ活動等社会活動促進事業補助金概算払請求書（様式第８号）を市長に

提出しなければならない。 

  （実績報告） 

第８条  第６条の規定による補助金の交付の決定を受けたクラブ及び友愛連

（以下「補助金受領者」という。）は、決定を受けた年度の終了後、速やかに

池田市老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金実績報告書（様式第９号）

に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 収支決算書（クラブにあっては様式第１０号、友愛連にあっては様式第１

１号） 

(2) 活動実施状況報告書（クラブにあっては様式第１２号、友愛連にあっては

様式第１２号の２） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の確定） 

第９条  市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適

正と認めるときは補助金の交付額を確定するものとする。 

２ 前項の規定による補助金の交付額の確定に当たっては、第６条第１項の規

定により決定した補助金の交付額を上限とする。 

３ 市長は、前２項の規定により補助金の交付確定額を算出したときは、速やか

に池田市老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金交付額確定通知書（様式

第１３号）により、補助金受領者に通知するものとする。 

（補助金の請求等） 

第１０条  補助金受領者（概算払を受けたものを除く。）は、補助金の交付を

受けようとするときは、池田市老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金請



求書（様式第１４号）を市長に提出しなければならない。 

２ 第７条の規定により補助金の概算払を受けた補助金受領者は、前条の通知

を受けたときは、速やかに補助金の精算をしなければならない。 

３ 前項の規定による補助金の精算の結果、金額に剰余が生じたときは、市長

が別に定める日までに、当該剰余金を返還しなければならない。 

（交付決定の取消し） 
第１１条 市長は、補助金受領者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は交付を受けようと

したとき。 
(2) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。 
(3) 前２号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。 
（補助金の返還） 

第１２条 市長は、前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合に

おいて、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限

を定めて、その返還を命ずることができる。 
 （書類等の検査） 
第１３条 補助金受領者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備

え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書

類を事業完了後５年間保管しておかなければならない。 

２ 市長は、補助金の適正な執行を図るため、必要と認めたときは補助金受領者

に対して報告又は関係書類の提出を求め、あるいは帳簿等を検査することが

できる。 

（報告及び調査等） 
第１４条 市長は、必要があると認めるときは、補助金受領者に対し、補助事業

の実施状況について報告を求め、又は当該職員に補助事業の実施状況につい

て調査若しくは質問をさせることができる。 
 （補則） 
第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。      

附  則 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

（池田市老人クラブ補助金交付要綱の廃止） 

２  池田市老人クラブ補助金交付要綱（昭和５２年池田市要綱）は、廃止する。 

（経過措置） 

３  前項の規定による廃止前の池田市老人クラブ補助金交付要綱第３条の規定



による様式により提出された池田市老人クラブ補助金交付申請書については、

平成３年度に限り、この要綱の規定による様式により提出されたものとみな

す。 

      附  則 

１  この要綱は、平成９年４月１日から実施する。ただし、様式の改正について

は、平成９年度の実績報告書分から適用する。 

      附  則 
  この要綱は、平成１１年４月１日から実施する。 
      附  則 
  この要綱は、平成１６年４月１日から実施する。 
   附 則 
  この要綱は、平成２０年４月１日から実施する。 

附 則 
１  この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 
２ この要綱による改正後の池田市老人クラブ活動等社会活動促進事業運営並

びに補助金交付要綱の規定は、令和２年度以後の年度分の補助金について適

用し、令和元年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。 

附 則 
１  この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 
２ この要綱による改正後の池田市老人クラブ活動等社会活動促進事業運営並

びに補助金交付要綱の規定は、令和３年度以後の年度分の補助金について適

用し、令和２年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

１  この要綱は、令和４年４月１日から実施する。 

２ この要綱による改正後の池田市老人クラブ活動等社会活動促進事業運営並

びに補助金交付要綱の規定は、令和４年度以後の年度分の補助金について適

用し、令和３年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。 
附 則 

１  この要綱は、令和８年２月１日から実施する。 

２ この要綱による改正後の池田市老人クラブ活動等社会活動促進事業運営並

びに補助金交付要綱の規定は、令和７年度以後の年度分の補助金について適

用し、令和６年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。 




